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はじめに

概要

• 2015年２月26日に国連総会が地理空間情報（測地
・測量・地図）の分野ではじめて決議

• 「地球規模の測地基準座標系（Global Geodetic

Reference Frame: GGRF）」を協力して維持する

• 国連総会は、GGRFが人間の生活に重要であり、
一カ国では維持できないことを認め、

• 決議には、各国が責任を持って測地観測を行うこと
、GGRFの維持に必要な能力・人材の育成を行うこ
と、などが盛り込まれた
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国連総会決議に関する広報

国連から公式に記者発表
http://us2.campaign-archive2.com/?u=33cf89da7ade3a85156c5eda4&id=b2035e2f78

国土地理院から日本国内に記者発表
http://www.gsi.go.jp/kokusaikoryu/kokusaikoryu61002.html
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内容

１） 測地基準系とは？

• 意義

• 現状と課題

２） 国連総会決議

• 決議にいたる経緯

• 決議の内容

• 今後の展望
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測地基準系の意義

測地基準系とは？

• 地球の形状、回転、重力場とその変化を表現した
もの

• 全地球での継続した測地観測によって実現される

• 測地学では、実質の標準は“ITRF”
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地球潮汐 地球の回転 プレート運動 地球全体での質量の移動

地球を変動させる様々な要因



測地基準系の意義

測地基準系の意義は？

• 変動を続ける地球で、ここはどこか、自分がどこにいるの
か、を知ることを可能とする位置の基準

• 地図の作成、衛星の軌道決定、航空機・船舶のナビゲー
ション、時刻の同期などさまざまな活動の基礎

• 人口、氷冠、海洋、大気の変化を把握するために不可欠

• 持続可能な開発の方針決定、気候変動の監視、自然災
害の管理を支え、輸送、農業、建設の広い分野で活用
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自然災害の把握・対応 地理空間情報の基礎地球環境の把握



測地基準系の現状

測地基準系の現状

• GGRFは、世界全体の継続的な取り組みではじめて実
現することができる

“no one country can do this alone”

• しかし、現在のGGRFは、自主的な（Voluntary）最大努
力（Best effort）の取り組みによって実現されている

• そのため、組織の予算確保が不安定である、担当者の
異動や退職で人材が確保されなくなる、といった危険性
があり、品質が容易に低下する可能性がある

課題

• GGRFを維持するためには、国際的な基準や取り決め
のもとで、地理空間情報データの共有や、途上国のさら
なる人材・能力開発を行うことが必要
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測地基準系の現状

• 世界の約３割の国では、今でも地球上の位置の基準がずれて
いて、GPSで計測した位置と地図上の位置が一致しない。

（アジア地域では約５割の国々）

• GPSで簡単に位置を測れるスマートフォンは、全世界で2011

年から５年間に約３倍の13億台になると推計

• GPSや日本の準天頂衛星など測位衛星が急速に増加し、地
球上の位置を正確に測れるエリアが拡大

• 位置の基準の必要性が認識され、活用の拡大が想定
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国連経済社会理事会

国連アジア太平洋
地域地図会議
(UNRCC-AP)

国連アメリカ
地域地図会議
(UNRCC-A)

国連アフリカ
地域地図会議

UNGGIM
アジア太平洋
地域委員会

(UN-GGIM-AP)

UNGGIM
アメリカ

地域委員会
(UN-GGIM: Americas)

国連組織

地球規模の地理空間情報管理に関する
国連専門家委員会（UNCE-GGIM)

2011-07-27

国連経済社会理事会にて
設置決議が採択

2012年改称 2013年改称

UNGGIM
ヨーロッパ
地域委員会

(UN-GGIM: Europe)

2014年設立

国連総会決議にいたる経緯
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• GGRFの国連総会決議は、アジア太平洋地域からの発
案ではじまった

• PCGIAP（UN-GGIM-APの前身）は、2011年10月にUN-

GGIMのハイレベルフォーラムにおいて、

• 世界測地系が採用されていない国が多数

• その導入を加速するための取組が必要で、UN-GGIMで検
討すべきと提案

※PCGIAP:アジア太平洋GIS基盤常置委員会



国連総会決議にいたる経緯

2011年11月 PCGIAPがGGRF導入の取組をUN-GGIMに提案（HF）

2012年８月 UN-GGIMがGGRFの必要性を勧告（第２回会合）

11月 UNRCC-APがUN-GGIMに加盟国と協議を要求

（第19回会合）

2013年７月 UN-GGIMがWGの設置を要求（第３回会合）

2014年２月 UN-GGIMがGGRF-WGを設置

WGが国連総会決議案のドラフトを作成

６月 FIG/UN-GGIM-APが決議を推進する宣言を採択

８月 UN-GGIMが決議案を承認（第４回会合）

11月 ECOSOCが決議案を承認（調整・運営会合）

2015年１月 国連代表部で非公式会合

２月 フィジー国連代表部が決議案を総会に提出

２月26日 第69回国連総会第80回本会議にて決議採択

※ UN-GGIM：国連地球規模の地理空間情報管理に関する専門家委員会

UNRCC-AP：国連アジア太平洋地域地図会議

UN-GGIM-AP:国連地球規模の地理空間情報管理に関するアジア太平洋地域委員会

PCGIAP:アジア太平洋GIS基盤常置委員会(UN-GGIM-APの前身）

ECOSOC：国連経済社会理事会
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経緯



国連総会決議

2015年２月26日 第69回国連総会第80回本会議において

52カ国の共同提案（提案国フィジー）により、コンセンサス決議

（全会一致）

提案国（フィジー）の国連代表部大使

によるステートメント

国連総会決議の瞬間



国連総会決議の内容

国連総会決議のポイント

（決議文１） GGRFを開発・維持するためのロードマップ
（計画）の作成

（決議文２） 途上国の能力開発へ技術的な支援を強化

（決議文３） データや基準の自由な共有

（決議文４） 各国が自国の測地観測を行う施設を適切
に改良・維持

（決議文５） 観測施設が不足・重複しないための多国間
での協力

（決議文６） GGRFの重要性へ理解を深めるための普
及活動
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国連総会後の活動

今後の活動

• 決議の内容が確実に実施できるよう、ロードマップの作
成を行う

• ロードマップの作成は、GGRF-WGが実施

• ロードマップの素案を共同議長が作成し、WGメンバー
にどの部分で貢献するか照会

• ４月13日にウィーン国連本部でGGRFロードマップワー
クショップを開催して、作成の作業を進める

• さらに、ロードマップでなにに注力して取り組むか、各国
の意見を収集するため、国連が質問書を配布する予定

• FIGの第５分科会「測位と計測」が行う、実務者に対する
測地基準座標系の人材・能力開発の取組と重なる部分
が多いため、連携して進める
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• FIGは、 GGRFへの高まる
需要を認め、 2014年６月ク
アラルンプールの第25回
国際会合において、GGRF

に関する国連総会決議を
推進する宣言をUN-GGIM-

APと共同で採択

• 国連総会の決議後は、FIG

から情報を発信

• 第５分科会は、測地基準座
標系に関する技術セミナー
を継続して、人材・能力の
育成に引き続き貢献

※UN-GGIM-AP：国連地球規模の地理

空間情報管理に関するアジア太平
洋地域委員会

FIGの活動と広報

http://www.fig.net/news/news_2015/2015_02_u

n-ggim-resolution.htm 13



国土地理院（日本）の活動

• 国土地理院は、当初からワーキンググループに参加
して決議案の作成に貢献

• 日本は、52カ国と共同で国連総会に決議を提案

• 今後は、決議の内容が確実に実施されるようロード
マップの作成に貢献して活動を継続
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• 測地観測の根幹施設の
着実な維持管理に要請

• 世界測地系未採用の国
でGGRFの必要性が認識

• 日本の技術と経験を活か
して今後も支援を行う

• 各機関には観測の継続、
途上国の育成を期待



国連総会決議に関する広報

UN-GGRFのWebサイト・ツイッターを開設
http://www.unggrf.org/

https://twitter.com/UNGGRF
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http://www.unggrf.org/

